
○志賀町スポーツ全国大会等出場助成金交付要綱

平成23年４月１日

教育委員会告示第14号

志賀町スポーツ全国大会等出場助成金交付要綱（平成22年志賀町教育委員会告示第

10号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この告示は、志賀町スポーツ全国大会等出場事業に対する助成金（以下「助

成金」という。）の交付に関し、志賀町補助金等交付規則（平成23年志賀町規則第

１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

（対象となる事業及び助成金の目的）

第２条 助成金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、次条に定める

対象となる者が行うスポーツ競技（ニュースポーツを含む。）で、次項に定める大

会等（以下「大会等」という。）に県地区予選大会の結果又は各種目協会の推薦等

に基づき出場するスポーツ全国大会等出場事業とし、助成金は、当該事業の実施に

要する経費の一部に対し予算の範囲内においてこれを交付することにより、町民の

スポーツへの意識を高揚し、もって町のスポーツ振興を図ることを目的とする。

２ 大会等は、次に掲げる全国大会（西日本及び東日本の大会を含む。）をいう。

(1) 財団法人日本スポーツ協会又は当該加盟団体が主催、共催又は後援をする大会

(2) 前号に準ずると教育委員会が認めた団体が主催、共催又は後援をする大会

（対象となる者）

第３条 助成金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する監督並びに大会規定に

定める選手、補欠及びコーチとし、コーチについては、大会規定に定める人数又は

１人までとする。ただし、志賀町学校のスポーツ又は文化活動における全国大会等

参加事業費補助金交付要綱（平成23年志賀町教育委員会告示第７号）による補助金

の交付を受ける者は除く。

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、対象となる者が、次の各号のいずれかを滞納

しているときは、助成金の交付対象者としないことができる。ただし、分納誓約書



等により、適正かつ確実な納付が見込まれるとき又は町長がやむを得ない事情があ

ると認めるときは、交付対象者とすることができる。

(1) 志賀町税条例（平成17年志賀町条例第54号）第３条に規定する町税

(2) 志賀町国民健康保険税条例（平成17年志賀町条例第128号）第１条に規定する国

民健康保険税

（助成率及び助成金の額）

第４条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、１団体の交通費実費額が

助成金の総額を下回る場合は、交通費実費額を助成の額とし、かつ、予算の範囲内

とする。

(1) 小中学生又は高校生 １人につき 15,000円

(2) 前号の者を除く町民 １人につき 10,000円

２ 国外開催地出場選手等は、前項で算定した額に加え、志賀町職員等の旅費に関す

る条例（平成17年志賀町条例第51号）第23条に準じて算定した宿泊手当を助成する。

３ 前２項の規定により算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てた額とする。

（交付の回数）

第５条 同一の個人に交付できる助成金の交付の回数は、年１回とする。ただし、町

長が認めた場合は、この限りでない。

（交付の申請）

第６条 規則第３条第１項の規定により助成金の交付の申請をしようとする者（以下

「申請者」という。）は、補助金等交付申請書（様式第１号）を事業を実施しよう

とする日の20日前までに町長に提出しなければならない。

２ 規則第３条第２項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 町税等納付状況調査同意書

(3) 大会開催要項

(4) その他町長が必要と認める書類

（決定の通知）



第７条 町長は、規則第６条の規定により助成金の交付の決定をしたときはその決定

の内容を、交付しない旨の決定をしたときはその旨及び理由を、補助金等交付（不

交付）決定通知書（様式第２号）により、速やかに当該申請者に通知しなければな

らない。

（申請の取下げ）

第８条 規則第７条第１項の規定により申請を取り下げることができる期日は、助成

金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内とする。

（実績報告）

第９条 規則第13条第１項の規定により事業が完了したときは、その日の翌日から起

算して20日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった年度の３月末日のいずれ

かの早い期日までに補助事業等実績報告書（様式第３号）を町長に提出しなければ

ならない。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認め

るときは、その期日を変更することができる。

２ 規則第13条第２項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) 領収書の写し（交通費）

(3) 大会プログラム、成績表及び大会写真その他資料

(4) その他町長が必要と認める書類

（助成金の額の確定）

第10条 町長は、規則第14条の規定により交付すべき助成金の額を確定したときは、

補助金等交付額確定通知書（様式第４号）により当該補助事業者等に通知しなけれ

ばならない。

（助成金の交付）

第11条 規則第16条の規定により助成金の交付を受けようとする補助事業者等は、補

助金等請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。

（その他）

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年４月１日から施行する。



附 則（平成24年１月24日教委告示第３号）

この告示は、公表の日から施行し、平成23年４月１日から適用する。

附 則（平成24年４月１日教委告示第９号）抄

（施行期日）

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成30年１月24日教委告示第３号）

この告示は、平成30年２月１日から施行する。

附 則（令和４年４月１日教委告示第14号）

この告示は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和７年３月26日教委告示第８号）

この告示は、令和７年４月１日から施行する。



















様式第１号（第６条関係）

様式第２号（第７条関係）

様式第３号（第９条関係）

様式第４号（第10条関係）

様式第５号（第11条関係）


